
令和５年度

一般会計補正予算（第１回）

苫小牧市



 第１表　歳入歳出予算補正

  歳　入 （単位：千円）

款 項

16 国庫支出金 17,692,225 648,749 18,340,974 

 1 国庫負担金 14,427,370 394,252 14,821,622 

 2 国庫補助金 3,203,660 254,497 3,458,157 

82,434,000 648,749 83,082,749 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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  歳　出 （単位：千円）

款 項

 2 総務費 6,451,641 41,443 6,493,084 

 1 総務管理費 3,330,875 6,166 3,337,041 

 5 戸籍住民登録費 88,065 35,277 123,342 

 4 環境衛生費 4,227,273 607,306 4,834,579 

 2 保健衛生費 1,719,948 607,306 2,327,254 

82,434,000 648,749 83,082,749 

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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１ 歳入事項別明細書

国庫支出金 （単位：千円）

節   

 1 国庫負担金 14,427,370 394,252 14,821,622

 5 環境衛生費国庫 0 394,252 394,252  1 保健衛生費国庫 394,252 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 394,252

負担金 負担金

 2 国庫補助金 3,203,660 254,497 3,458,157

 1 総務費国庫補助 165,589 41,443 207,032  2 戸籍住民登録費 41,443 マイナンバーカード交付事務費補助金 41,443

金 国庫補助金

 3 環境衛生費国庫 105,945 213,054 318,999  2 保健衛生費国庫 213,054 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 213,054

補助金 補助金

金 額
説 明

目

16 国庫支出金 17,692,225 648,749 18,340,974

款

補 正 前 の 額 補 正 額 計項
区 分
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２ 歳出事項別明細書

総務費 (単位：千円)

 1 総務管理費 3,330,875 6,166 3,337,041 6,166

 1 一般管理費 899,522 6,166 905,688 6,166 10 需用費 600 ●マイナポイント利用環境整備事業費 6,166

12 委託料 5,566 10　消耗品費 300

戸籍住民登録 10　印刷製本費 300

費国庫補助金 12　委託料 5,566

6,166

 5 戸籍住民登録費 88,065 35,277 123,342 35,277

 1 戸籍住民登録 84,282 35,277 119,559 35,277 12 委託料 35,277 〇個人番号カード交付事務経費 35,277

費

戸籍住民登録

費国庫補助金

35,277

節

項 特 定 財 源
一 般 財 源 区 分

目 国道支出金 地 方 債 そ の 他

款

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

6,451,641 41,443 6,493,084 41,443

金 額
説 明

 2 総務費
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環境衛生費 (単位：千円)

 2 保健衛生費 1,719,948 607,306 2,327,254 607,306

 2 予防費 560,350 607,306 1,167,656 607,306  7 報償費 80 ●新型コロナウイルスワクチン接種体制確 607,306

 8 旅費 29 保事業費

保健衛生費国 10 需用費 2,500  7　報償費 80

庫負担金 11 役務費 16,780  8　旅費 29

394,252 12 委託料 587,917 10　消耗品費 1,500

10　印刷製本費 500

保健衛生費国 10　医薬材料費 500

庫補助金 11　通信運搬費 14,280

213,054 11　手数料 2,500

12　委託料 587,917

款

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

 4 環境衛生費 4,227,273 607,306 4,834,579

節

項 特 定 財 源
一 般 財 源 区 分

607,306

説 明

目 国道支出金 地 方 債 そ の 他
金 額
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マイナポイント利用環境整備事業・個人番号カード交付事務経費 

１ 概  要 

国の事業である「マイナポイント第２弾」が再延長されたことに伴い、国の求めに応じ、支援体制の継続や広報周知を行う。 

２ マイナポイント第２弾の再延長の内容 

再延長前 再延長後 

ポイント付与の対象となる 

マイナンバーカードの申請期限 
令和４年１２月末 令和５年２月末 

マイナポイントの申込み期限 令和５年２月末 令和５年５月末 

３ 事業実施内容 

（１）マイナポイント申込み支援窓口の設置運用 

   パソコンやスマートフォンを所有していない方や機器の操作に不慣れな方を対象に、令和２年１月から開設している特設 

窓口の開設期間を令和５年５月３１日まで延長し、申込み支援を行う。 

（２）広報周知 

   各種広報媒体を活用し、広く市民に対し事業内容の周知を行う。 

 （３）電話応対業務の委託 

   マイナポイントやマイナンバーカードに関する多くの電話問い合わせに対応するため、電話応対業務を委託する。 

４ 事 業 費 

 ４１，４４３千円（全額国庫補助金）  需要費（消耗品費・印刷製本費）           ６００千円 

                    委託料（申込み支援窓口・広報業務委託費）    ５，５６６千円 

                       （電話応対業務委託費）         ３５，２７７千円 
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